
装飾品 ; 他に分類されないリボン , テ－プまたはバンド ... D04D

D04D 装飾品 ; 他に分類されないリボン ,
テ－プまたはバンド（つば付き帽子
のための付属品または装飾品 , 例 .
つば付き帽子のバンド A42C5/00; 装
飾美術 B44; 糸またはより糸 D02G;
織成 D03; 組みひもまたはレ－ス
D04C; 不織布 D04H）　

注
このサブクラスにおいては , 下記の用語は以下に示す意
味で用いる :　
―“装飾品”は , 他に分類されておらず装飾の目的のた
めに使用されるような繊維または類似材料 , または繊維
または類似材料の細長片で全部または一部が構成された
装飾品を意味する。　

  1/00 ロ－プまたはフィラメント状材料からつ
くられた類似の細長い装飾品（ロ－プま
たはコ－ド一般 D07B）　

  1/02 ･中心に配置された芯の回りにストラン
ドを巻き付けることによるもの　

  1/04 ･フィラメント状材料に真珠またはビ－
ズを通すことによるもの　

  3/00 シェニ－ル糸装飾品（シェニ－ル糸 D02
G; 織成によるシェニ－ル糸装飾品の製
造 D03D）　

  5/00 縁飾り品（ふさ飾りをつけたもの D04
D7/08）　

  7/00 装飾繊維品　
  7/02 ･偏平なもの　
  7/04 ･立体的なもの（装飾ボタン A44B1/04）

　
  7/06 ･･球状ふさ , 例 . 帽子や靴の先につける

玉ふさ　
  7/08 ･･ふさまたはふさをつけた縁飾り品　
  7/10 ･･装飾ちょう結び目の構造（既製の結び

目またちょう結び目を持ったネクタイ
A41D25/02）　

  9/00 他に分類されないリボン , テ－プ , ウエ
ルト , バンド , ビ－ズまたはその他の装
飾細長片（ラミネ－トすることによって
つくられたもの B32B; 包装を目的とし
た結束 B65D; 接着テ－プ C09J7/20; 織
成によってつくられたもの D03; 組成に
よってつくられたもの D04C）　

  9/02 ･細長帯を長く折りたたむことによって
つくられたもの　

  9/04 ･多くの細長片または要素から構成され
たもの　

  9/06 ･プラスチックの加工によってつくられ
たもの　

 11/00 リボン通し装置または器具（針 D05B）
　

1/1




	  1/00   
	  1/02   
	  1/04   

	  3/00   
	  5/00   
	  7/00   
	  7/02   
	  7/04   
	  7/06   
	  7/08   
	  7/10   

	  9/00   
	  9/02   
	  9/04   
	  9/06   

	 11/00   

